
あなたに合った預け先は？

保護者の状況が、保育を必要とする事由に当てはまりますか？

お子さんの年齢は？ お子さんの年齢は？
はいいいえ
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◦�疾病や障がいにより家庭での保育が困
難である
◦�就学や職業訓練を受けている
◦同居親族を常時介護・看護している

◦月64時間以上労働している
◦災害の復旧にあたっている
◦妊娠中または出産後間もない
◦求職活動を継続的に行っている

 保育を必要とする事由 

保育園・幼稚園・認定こども園
UEDA CITY

06

２歳頃

出典　厚生労働省「健全育成のための活動プログラム」

親は膝を曲げて座ります（体操座
り）。こどもを膝のてっぺんに座らせ、
親の足先に向けて滑らせます。
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　お子さんが小学校に入学する前に通う幼児期の教育・保育施設についての情報です。
　保育園と幼稚園の違いについても確認しましょう。

※利用可能時間の時間帯の設定は園によって異なります。

保育の必要量 定義 利用可能時間
保育標準時間 保護者のいずれもが、フルタイム就労等をしている 11時間まで※
保育短時間 保護者のいずれかが、パートタイム就労等をしている 8時間まで※

▶給　　　食　�栄養士が作成した献立により、手づくりで愛情のこもったおいしい給食を提供
しています。材料は国産品、地場産物の使用を心がけています。

　保護者が仕事・病気・出産などの理由により、家庭で保育ができない場合に保護者に代わって
保育をする児童福祉施設です。
▶対　象　者　�保護者が入園基準（仕事・病気・出産などの理由により、家庭でこどもの保育がで

きないなど）を満たす、0歳から小学校入学前までの乳幼児
▶入 園 基 準　�就労、母親の出産、保護者の病気、病人の介護等
▶申込み方法　�毎年11月頃、翌年度入園の受付を行います。（申込みの時期が変更になる場合

は、ホームページ等でお知らせします。）� �
11月の入園受付終了後に入園が必要になった場合は、保育課、各地域自治セン
ター市民サービス課（丸子・真田・武石）又は入園を希望する保育園にご相談くだ
さい。

▶申　込　先　�保育課、各地域自治センター市民サービス課（丸子・真田・武石）（P23）、各保育園
▶必要な書類　�児童と同一世帯全員（66歳未満の方）について、家庭で保育ができないという証

明が必要となります。
▶保　育　料　�「児童の父母及び父母以外の扶養義務者の住民税額」、「保育の必要量」及び「児童

の年齢」をもとに算出します。� �
�また、無償化により3～5歳児クラスのこどもの利用可能時間の利用料は無料に
なります。ただし、保育料に含まれていた副食費は別途かかります（年収360万
円未満相当の世帯等は免除）。

▶利 用 時 間　次のとおり保育の必要量によって、利用可能時間が異なります。

　 園名 所在地 電話番号 定員（人） 入園年齢 一時 休日 子育てマップ

私
立
保
育
園

甘露 中央5-9-29 ☎22-7665 90 0歳児から P7

聖ミカエル 中央3-16-1 ☎22-1361 60 0歳児から ○ P7

常田 常田2-30-17 ☎22-1520 50 0歳児から ○ P7

あゆみ 古里824-8 ☎23-0503 90 0歳児から ○ P10

公
立
保
育
園

東部 常田3-4-34 ☎22-0682 140 0歳児から ○ P7

南部 常田1-5-1 ☎22-7108 70 0歳児から ○ P7

北 常磐城5-7-25 ☎22-3475 90 1歳児から P7

塩尻 上塩尻195-1 ☎22-3476 60 0歳児から P8

神川 蒼久保1212-1 ☎35-0349 90 0歳児から ○ P10

問 保育課　☎0268-23-5132
私立・公立保育園

保育園一覧 市外局番（0268）
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園名 所在地 電話番号 定員（人） 入園年齢 一時 休日 子育てマップ

公
立
保
育
園

国分 国分745-イ ☎27-0105 60 1歳児から P10

神科第一 住吉707-2 ☎22-0597 130 0歳児から P10

神科第二 古里137-6 ☎22-0598 170 0歳児から P10

豊殿 芳田982-3 ☎22-6802 90 0歳児から ○ P10

城下 諏訪形934 ☎22-0887 120 0歳児から P8

川辺 上田原518 ☎22-5029 120 0歳児から P8

下之条 下之条801-イ ☎27-2986 75 1歳児から P8

泉田 小泉1-8 ☎22-5163 90 0歳児から ○ P8

塩田中央 中野419-1 ☎38-2512 130 0歳児から ○ P8

東塩田 下之郷806-3 ☎38-2552 150 0歳児から P8

西塩田 手塚1086-3 ☎38-2609 80 0歳児から P8

塩田北 小島122 ☎38-2636 120 0歳児から P8

浦里 仁古田171 ☎31-2058 90 0歳児から P8

室賀 下室賀2336-1 ☎31-2142 60 0歳児から P8

中丸子 中丸子1852-5 ☎42-2644 120 0歳児から P12拡大図A

まるこ 上丸子895 ☎42-5755 120 0歳児から ○ P12拡大図A

依田 生田4953-2 ☎42-2423 150 0歳児から P12

長瀬 長瀬2466 ☎42-2401 110 0歳児から ○ P12

塩川 塩川1458 ☎35-0034 70 1歳児から P12

さなだ 真田町長6301 ☎72-2050 150 0歳児から P10

そえひ 真田町傍陽6293 ☎73-2532 60 0歳児から ○ P10

すがだいら 菅平高原1223-392 ☎74-2160 60 1歳児から P6全域

武石 下武石752 ☎85-2113 120 0歳児から P12拡大図B

「すべり台」の要領で座ります。親のほう
を向いて、足の甲の上に座ります。落ちな
いようにすねにしがみついてもかまいま
せん。親はおなかに力を入れて、足先を持
ち上げ、上下に動かします。親の腹筋も
鍛えられます。

出典　厚生労働省「健全育成のための活動プログラム」

２歳頃
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　認定こども園は、保育園と幼稚園の両方の機能（保育と教育）をあわせ持つ施設です。
▶保育料
　私立・公立保育園と同様で、3歳児クラスから利用可能時間は無償となります。
　�教育時間については、満3歳児から無料で利用できますが、教育時間を超える部分については
別途「預かり保育料」がかかります。

▶入園申し込み
　�直接認定こども園に申し込みするか、保育課の窓口へお問い合わせください。

園名 所在地 電話番号 定員（人） 入園年齢 一時 休日 子育てマップ

私
立
認
定
こ
ど
も
園

キッズ・うえだみなみ 常田1-4-12 ☎29-3735 48 0歳児から ○ P7
三好町保育園 諏訪形1169-1 ☎28-1160 180 0歳児から ○ P7
芙蓉園 中央北2-7-51 ☎22-1147 135 0歳児から P7
かんぎおん 常磐城3-7-48 ☎22-1595 90 0歳児から ○ P7
みのり保育園 中之条501-10 ☎22-0465 120 0歳児から ○ P8
にしおか 芳田1411-1 ☎35-1157 150 0歳児から P10
あそびの森あきわ 秋和864-3 ☎27-8820 120 0歳児から ○ P8
日向幼稚園 築地189-1 ☎25-1727 142 0歳児から P8
信学会
上田南幼稚園 上田原1183 ☎24-2237 151 満3歳児から P8

信学会
上田北幼稚園 上野1616 ☎25-2868 151 満3歳児から P10

信学会上田幼稚園 中央西2-8-3 ☎22-6259 75 満3歳児から P7
公
立
認
定
こ
ど
も
園

ちぐさ幼稚園 塩川2620 ☎35-0652 75 2歳児から P12

問 保育課　☎0268-23-5132
私立・公立認定こども園
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園名 所在地 電話番号 定員（人） 入園年齢 一時 休日 子育てマップ

小
規
模
保
育
事
業
所

上田さつき保育園 天神3-5-90 ☎24-1230 19 3歳未満児 P7
すくすく園 古安曽4099-1 ☎39-0737 19 3歳未満児 P8
上田インターナショナル
スクール古里キャンパス 古里1481-18 ☎75-7153 19 3歳未満児 ○ P10

上田インターナショナルス
クール上田原キャンパス 神畑158-2 ☎71-5637 19 3歳未満児 ○ P8

サンライズキッズ
保育園　上田園

常田2-6-11
ファミール
常田1F

☎050-
5807-2466 17 3歳未満児 ○ P7

サンライズキッズ
保育園　上田国分園 国分1015-3 ☎050-

3315-0599 19 3歳未満児 ○ P10

� 市外局番（0268）

　小規模保育事業所とは、市が認可する施設で0～2歳の乳幼児を預けられます。
▶保育料
　�教育保育給付認定を受けて利用する場合は、私立・公立保育園と同じ保育料で利用ができま
す。それ以外の場合は、直接施設へお問い合わせください。

▶入園申し込み
　�直接施設に申し込みするか、保育課の窓口へお問い合わせください。

問 保育課　☎0268-23-5132
小規模保育事業所

▶内　容　�利用可能時間を超える保育を希望される場合は、延長保育を利用することができま
す。（園の開園時間内に限ります。）

▶申請先　�直接保育園へお申込みください。

問 各保育園／保育課　☎0268-23-5132
延長保育

▶内　容　�保護者の就労などにより園児が休日に保育を必要とする場合に利用できます。利用
にあたっては利用登録が必要です。

▶申請先　直接在園する保育園へお申込みください。

問 各保育園／保育課　☎0268-23-5132
休日保育
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　幼稚園は、文部科学省が管轄する教育の場で、満3歳から入園できます。（年度内に満3歳を迎
える2歳児の受け入れをしている園もあります）。
　園によって利用時間・食事・授業料・教育方針など特色がありますので、直接各幼稚園にお問い
合わせください。事前の見学等をして、お子さんに合った幼稚園を選びましょう。

私立幼稚園

園名 所在地 電話番号 子育てマップ

私
立

梅花幼稚園 大手2-2-8 ☎22-0009 P7
たちばな幼稚園 中央6-3-3 ☎25-2716 P7
聖マリア幼稚園 常田2-2-1 ☎22-1398 P7
大屋幼稚園 大屋40-1 ☎35-0190 P10
上田短期大学附属幼稚園 下之郷乙602 ☎38-5996 P8
おひさまクラブ幼稚園 舞田738-1 ☎38-4578 P8
いずみ幼稚園 真田町長7042 ☎72-2262 P10

幼稚園一覧 市外局番（0268）

　令和元年10月から幼児教育・保育の無償化により、3～5歳児クラスのこどもの利用料は無料
になりました。ただし、保育料に含まれていた副食費は別途かかります（年収360万円未満相当
の世帯等は免除）。0～2歳児クラスのこどもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料
が無料になります（副食費含む）。
　また、私立幼稚園については、満3歳から無償となり、月額上限2.57万円となります（保育の必
要性の認定を受けた方については、月額上限1.13万円の範囲で預かり保育も無償となります）。
※�認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を利
用の方も無償化の対象となることがありますので、詳しくは、上記連絡先までお問い合わせく
ださい。

保育園、幼稚園、認定こども園等の無償化について
問 保育課　☎0268-23-5132

3 歳頃

親子で向かい合って両手をつなぎます。こ
どもは、親の右足の上に左足、左足の上に右
足をのせます。親の両足に、こどもが乗っか
る形で、つないでいる両手でバランスをとり
ながら、二人三脚のように、息を合わせて一
歩ずつ前進します。

出典　厚生労働省「健全育成のための活動プログラム」
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